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インドネシア技能実習生への訪問指導

配属からもうすぐ1年5カ月目に入るインドネシアからの技能実

習生への訪問指導を行いました。2人は配属当初から日本語コ

ミュニケーション能力が高く、今は夜勤業務も緊張することな

くしっかりと取り組めるようになりました。

夜勤が始まると二人一緒に面談の日程を組むことが難しくなり

ますが、今回は久しぶりに一緒の面談日となりました。

面談では、先日夜勤勤務中にご利用者様の緊急搬送の場面に遭

遇した話を聞かせてくれました。異変に気付いて看護師にすぐ

知らせ、他スタッフと連携して以前指導担当者様より教えても

らった「準備すること」「準備するもの」を冷静に対応するこ

とができた話や、以前は体を休めるのが最優先だった休日の過

ごし方が、体も慣れてきて、先日一緒に電車に乗ってタイ料理

を食べに行った話などを聞かせてくれました。

2人はＮ3には既に合格していますが、夜勤もあって日本語の学

習時間の確保に苦労している様子。来年の7月にN2受験する目

標を立てて、計画的に取り組んでいるようです。

ミャンマーから技能実習生が来日しました！

ミャンマーからの技能実習生2名が、9月13日に成田空港に到

着しました。組合スタッフの出迎えに、疲れも見せず元気な笑

顔で応えてくれた2名は、そのまま講習施設へ向かい、1ヶ月

間の入国後講習を受けます。

今回の2名は入国前段階でN3試験に合格済ですが、配属先の

施設では仕事中にしっかりとコミュニケーションが取れるよう、

これから1ヶ月間さらに日本語能力に磨きをかけます。

暑い暑い夏が終わって、ようやく涼しくなってきた日本ですが、

彼女たちが配属される頃には気持ちよく過ごせる秋の陽気に

なっていることでしょう。

配属前には寮への引越しや各種転入手続き、銀行口座開設など

忙しくなりますので、組合もサポートを続けてまいります。

今日は日勤で
す。もうすぐ
おやつの時間
なので、この
あとはご利用
者様をホール
に連れて行っ
て、みなさん
におやつを差
し上げます。

↑
普段から積極
的に敬語を取
り入れようと
しています！

これから
日本で介護の
仕事を一緒に
がんばります。

日本語はN３を
２人とも取りま
した。どうぞよ
ろしくお願いし
ます！
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東京都病院協会賛助会員

９月２８日付のBANGKOK POST（バンコクポスト）によると、

ミャンマーの軍事政権は、海外で得た所得に対して少なくとも

10%の税金をミャンマーの移民労働者に課すよう命じた、との

ことです。このニュースはミャンマー国内ではなく、海外で技能

実習生として働くミャンマーのみなさまにも大きな衝撃を与えて

いるようです。

日本からミャンマーに送金する場合はどうなるのか、いつどの段

階でこの税金が発生するのか、まだまだ情報収集を重ねていると

ころではありますが、驚くのが、この海外居住者への外貨での納

税義務が１０月から開始されるということです。現在の調査最新

情報では改正法は24年3月31日前有効とされているようですが、

今後延長の可能性もあります。引き続き注視してまいります。

ミャンマーの最新ニュース

日本で母国を感じる場

技能実習制度では、来日して短くても3年間は基本的に帰国せずに

実習を行います。仕事を早く覚えるために、日本語の会話能力を

さらにのばすために、母国で待つ家族に少しでも仕送りをして生

活を支えるために、日々たくさんのことを背負ってがんばってい

る外国人材のみなさまです。

特に介護は、コミュニケーションや寄り添う気持ちを持って仕事

にとりくむことが大切ですが、日々の疲れや、うまく伝えられな

くて落ち込むこと、家族に会えなくてさみしい気持ちなど、ネガ

ティブな気持ちで元気がなくなってしまう時もあると思います。

そんな時、日々の家族とのビデオ通話の他にどんなことをしてい

るのか尋ねてみると、日本のドラマや漫画を見たり、友達と会っ

てたくさん話したり。でも、一番元気になるのは母国の料理を食

べに行ったり、母国の人がたくさん集まる、年に数回ある母国の

イベントに行って、母国の空気や料理、言葉に囲まれて1日を過ご

すこと、と話してくれた人がいました。

写真はベトナムのお祭りに行った時のものだそうです。本当にベ

トナムの雰囲気ですね。9月30日、10月1日にも池袋で「ミャン

マー多民族祭り」が行われるようで、ミャンマーの実習生は楽し

みにしているようです。

控除額を差し引く前の

所得額に10％の所得税を

課すという内容、とのこと

です。
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